
 
 
 
 
 

  平成１９年度 
 
 

  消費生活相談のまとめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  八戸市 市民生活部  
  生活相談課 消費生活センター 



は  じ  め  に 
 

 消費者を取り巻く状況は、商品流通、サービスの広域化・国際化、インターネット、

携帯電話の普及、ライフスタイルの多様化などにより、年々変化しています。  

 平成１６年６月に施行された消費者基本法（改正前は消費者保護基本法）において、

旧法では消費者の保護を打ち出していたものが修正され、「消費者の自立を支援する」こ

とが新たな基本理念として位置付けられ、国、地方公共団体、事業者はその消費者政策

を推進する責務を有するとしています。  

 しかしながら、悪質商法等の被害や働きかけは依然として後を絶たず、更に悪質化、

巧妙化、広域化する傾向にあり、その防止策が求められています。  

 また、多重債務問題について、国は平成 19 年 4 月、多重債務問題改善プログラムを

策定し、それを受けて青森県は多重債務者に対する相談要領を策定、平成 20 年 3 月か

ら弁護士・司法書士への誘導方法を示し、当市もそれに依り行動しています。  

また現在、国では、消費生活に関する事件が相次いだこと等から、消費者・生活者の

視点に立つ行政への転換を目指し、平成 20 年 6 月 27 日消費者行政推進基本計画を閣議

決定し、平成 21 年 4 月消費者庁（仮称）を設置するとしています。  

 （仮称）消費者庁は強力な権限と責任を持ち、一元的な相談窓口を設置し、「取引」「安

全」「表示」などを所管し、迅速な対応をするとともに、専門性、透明性、効率性を確保

し、国、地方一体となった消費者行政を行う等としています。  

 生活相談課では、今後とも消費者被害の防止に努めるとともに、消費者の自立を支援

するため、消費者啓発により一層力を注いで行きたいと考えております。  

 この冊子は、生活相談課消費生活センターが平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日までに受け付けた消費生活相談のあらましをまとめたものです。  

 各種の統計や相談の事例を掲載しましたので、「自立した消費者」、「賢い消費者」にな

るための情報源として、ご利用いただければ幸いです。  

  平成２０年７月  

                      八戸市市民生活部      

                       生活相談課 消費生活センター  
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